
第３５号議案 

 

社会福祉法人師勝福祉会雇用職員就業規則の一部改正について 

 

社会福祉法人師勝福祉会雇用職員就業規則の一部を別紙のとおり改正するものと

する。 

 

平成２９年９月２６日提出 

 

社会福祉法人師勝福祉会 

理事長 大 口 正 文 

 

提案理由 

「臨時職員」の名称を「雇用職員」に改めたことに伴い、別表第１（雇用通知書）

及び別表第２（忌引き）中の名称を改めるとともに、本則との整合性を図り条文を

整備するため 


